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評 価 農 薬 基 準 値 （案） 一 覧 

 

農薬名 基準値(mg/L) 

１ グルホシネート及びグルホシネートＰナトリ

ウム塩 

グルホシネート酸として 

0.024 

２ フェナザキン 0.012 

３ ベンゾビシクロン 0.090 
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水質汚濁に係る農薬登録基準の設定に関する資料 

グルホシネート及びグルホシネートＰナトリウム塩 

【新規（後発剤）】 
 

Ⅰ．評価対象農薬の概要 
 

１．物質概要 

（１）グルホシネート 

化学名 

（IUPAC） 

アンモニウム［（３ＲＳ）－３－アミノ－３－カルボキシプロピル］メチルホス

フィナート 

分子式 C5H15N2O4P 分子量 198.2 
CAS 登録番号 

（CAS RN🄬） 
77182-82-2 

構造式 

 
注：本評価書において、［（３ＲＳ）－３－アミノ－３－カルボキシプロピル］メチルホスフィン酸を「グルホシネ

ート酸」といい、「グルホシネート」とは、グルホシネート酸のアンモニウム塩をいう。 

 

（２）グルホシネートＰナトリウム塩 

化学名 

（IUPAC） 

ナトリウム［（３Ｓ）－３－アミノ－３－カルボキシプロピル］メチルホスフィ

ナート 

分子式 C5H11NO4PNa 分子量 203.1 
CAS 登録番号 

（CAS RN🄬） 
70033-13-5 

構造式 

 
注：本評価書において、［（３Ｓ）－３－アミノ－３－カルボキシプロピル］メチルホスフィン酸を「グルホシネー

トＰ酸」という。 
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２．作用機構等 

（１）グルホシネート 

グルホシネートは、非選択性の茎葉処理型除草剤であり、その作用機構は、植物の

グルタミン合成を阻害するというものである。（HRAC：10※１） 

本邦での初回登録は1984年である。 

製剤は粉粒剤、水和剤、液剤が、適用農作物等は穀類、果樹、野菜、花き、樹木、

芝等がある。今般、製剤として液剤が、適用農作物等は樹木等、樹木として新たに登

録申請されている。なお、当該申請に係る適用農作物等はいずれも非食用である。 

原体の輸入量は、 453.5 t（令和４年度※２）、 1,852.7 t（令和５年度※２）、1,842.5 

t（令和６年度※２）であった。 
※１ 参照：https://www.croplifejapan.org/activity/mechanism.html 

https://www.hracglobal.com/ 
※２ 年度は農薬年度（前年10月～当年9月）、出典：農薬要覧-2025-（（一社）日本植物防疫協会） 

 

（２）グルホシネートＰナトリウム塩 

グルホシネートＰナトリウム塩は、非選択性の茎葉処理型除草剤であり、グルホシ

ネートの活性本体であるグルホシネート酸の L 体のみを選択的に製造したもののナ

トリウム塩である。 

本邦での初回登録は 2011 年である。 

製剤は液剤が、適用農作物等は穀類、果樹、野菜、樹木、花き等がある。 

原体輸入量は 182.8 t（令和４年度※１）、200.9 t（令和５年度※１）、338.0 t（令和６

年度※１）であった 
※1 年度は農薬年度（前年 10 月～当年９月）、出典：農薬要覧-2025-（（一社）日本植物防疫協会） 

https://www.croplifejapan.org/activity/mechanism.html
https://www.hracglobal.com/
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３．各種物性等 

（１）グルホシネート※ 

外観・臭気 
白色結晶粉末、微少な刺激

臭 

土壌吸着係数 

K F
ads

oc＝100－790（25℃） 

 類白色固体粉末、無臭 － 

 
白色結晶粉末、軽度の刺激

臭 
－ 

融点 
215－218℃ 

（熱分解を伴う） 

オクタノール

／水分配係数 

logPow＝－4.01 

（25℃、pH7） 

 212.6℃ 
logPow＝－4.20 

（20℃、pH5.2） 

 214.2℃ 
logPow ＝ －3.97

（23.1℃、pH6.34） 

沸点 熱分解のため測定不能 生物濃縮性 

－  
240.6℃で分解するため 

測定不能 
 

 
217.7℃で分解するため 

測定不能 
 

蒸気圧 ＜3.1×10-5 Pa（50℃） 

密度 

1.3 g/cm3（23℃） 

 
4.6×10-6 Pa（20℃） 

6.1×10-6 Pa（25℃） 
1.4 g/cm3（20℃） 

 
5.1×10-9 Pa（20℃） 

9.4×10-9 Pa（25℃） 
1.4 g/cm3（20.0℃） 

加水分解性 
30 日間安定 

（25℃；pH5、7、9） 
水溶解度 ＞5.0×105 mg/L（20 ℃） 

 
1 年以上 

（pH4、7、9） 
 

7.2×105 mg/L（20℃、

pH4） 

7.3×105 mg/L（20℃、

pH7） 

7.7×105 mg/L（20℃、

pH9） 

7.3×105 mg/L（20℃、純

水（pH7.42）） 

 － 
1.2×106 mg/L 

（20℃、pH7） 

水中光分解性 

192 時間安定 

（滅菌緩衝液、pH5、7、9；25℃、523 W/m2、290－490 nm） 

半減期 

95 日（北緯 35°春季太陽光換算 1,187 日） 

（滅菌自然水、25℃、844 W/m2、290－490 nm） 

pH4、7、9 の溶液中で分解されない 

－ 

pKa 
9.15（23℃） 

7.88（20℃） 
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 1.81、2.95、9.82（20.0℃） 

 ※３社から試験成績が提出されているため、段を分けて記載 

 

（２）グルホシネートＰ酸 

外観・臭気 白色粉末、無臭 土壌吸着係数 KF
ads

oc＝14－4,000（25℃） 

融点 210.6－213.2℃ 
オクタノール

／水分配係数 

logPow＝－2.73（25℃、

pH3.0） 

沸点 熱分解のため測定不能 生物濃縮性 － 

蒸気圧 
1.2×10-5 Pa（25℃） 

1.2×10-5 Pa（50℃） 
密度 1.5 g/cm3（20℃） 

加水分解性 

半減期 

1 年以上（25℃；pH4、5、

7、9） 

水溶解度 ＞5.0×105 mg/L（20℃） 

水中光分解性 

半減期 

173 日（東京春季太陽光換算＞1 年） 

（滅菌緩衝液、25℃、pH5、48.4 W/m2；300－400 nm、455 W/m2；300

－800 nm） 

852 日（東京春季太陽光換算＞1 年） 

（滅菌緩衝液、25℃、pH7、48.4 W/m2；300－400 nm、455 W/m2；300

－800 nm） 

64.8 日（東京春季太陽光換算 399 日） 

（滅菌緩衝液、25℃、pH9、48.4 W/m2；300－400 nm、455 W/m2；300

－800 nm） 

35.8 日（東京春季太陽光換算 220 日） 

（滅菌自然水、25℃、48.4 W/m2；300－400 nm、455 W/m2；300－800 

nm） 

pKa 2.34、3.08（20℃） 
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Ⅱ－１．安全性評価  
 

許容一日摂取量（ADI）   0.0091 mg/kg 体重/日 

食品安全委員会は、令和７年２月６日付けで、グルホシネート酸及びグルホシネートＰ酸の

ADI を 0.0091 mg/kg 体重/日と設定する食品健康影響評価の結果を消費者庁に通知した。1)2) 

なお、この値はラットを用いた２世代繁殖試験における無毒性量0.91 mg/kg体重/日を安全係

数100で除して設定された。 

1) 非食用農作物専用農薬として登録申請されたグルホシネートは、非食用農作物専用農薬安全性評価検討会（令和

８年１月 14 日開催）において「非食用農作物専用農薬に係る水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定方針」（平成

24 年 10 月 30 日農薬小委員会了承）に基づき検討し、食品安全委員会で設定した ADI を水質汚濁に係る農薬登録基

準の設定に用いることとされた。 
2) https://www.fsc.go.jp/fsciis/evaluationDocument/show/kya20240612079 

 

Ⅱ－２．水質汚濁に係る登録基準値 
 

登録基準値 0.024 mg/L 

以下の算出式により登録基準値を算出した。1) 

0.0091 (mg/kg 体重 /

日)  
× 53.3 (kg) × 0.1 ／ 2 (L /人/日) = 0.0242… (mg/L) 

ADI  体重     10 %配分  飲料水摂取量  

1) グルホシネート酸としての登録基準値を設定した。 

2) 登録基準値は、体重を 53.3 kg、飲用水を 1 日 2 L、有効数字 2 桁（ADI の有効数字桁数）とし、3 桁目を切り

捨てて算出した。 

 

＜参考＞ 水質に関する基準値等 

(旧)水質汚濁に係る農薬登録保留基準 1) なし 

水質要監視項目 2) なし 

水質管理目標設定項目 3) 0.02 mg/L 

ゴルフ場指導指針 4) － 

ＷＨＯ飲料水水質ガイドライン 5) なし 
1) 平成 17 年 8 月 3 日改正前の「農薬取締法第３条第１項第４号から第７号までに掲げる場合に該当するかどう

かの基準を定める等の件」（昭和 46 年 3 月 2 日農林省告示 346 号）第４号に基づき設定された基準値。 

2) 水質汚濁に係る要監視項目として、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきとされた物質

に係る指針値。 

3) 水道法に基づく水質基準とするには至らないが、水道水質管理上留意すべき項目として設定された物質に係る

目標値。 

4) 「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水域の生活環境動植物の被害防止に係る指導指針の一

部改訂について」（令和２年３月 27 日付け環水大土発第 2203271 号環境省水・大気環境局長通知）の別表にお

いて設定された水濁指針値（水質汚濁に係る農薬登録基準が設定されているものを除く）。 

5) Guidelines for drinking-water quality,fourth edition 

 

https://www.fsc.go.jp/fsciis/evaluationDocument/show/kya20240612079
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Ⅲ．水質汚濁予測濃度（水濁 PEC） 
  

１．製剤の種類及び適用農作物等 

農薬登録情報提供システム（https://pesticide.maff.go.jp）及び申請者より提出された

申請資料によれば、本農薬の製剤及び適用農作物等は以下のとおりである。 

 

（１）グルホシネート 

本農薬は製剤として粉粒剤、水和剤、液剤が、適用農作物等は穀類、果樹、野菜、

花き、樹木、芝等がある。今般、製剤として液剤が、適用農作物等は樹木等、樹木と

して新たに登録申請されている。なお、当該申請に係る適用農作物等はいずれも非食

用である。 

 

（２）グルホシネートＰナトリウム塩 

製剤は液剤が、適用農作物等は穀類、果樹、野菜、樹木、花き等がある。 

    

２．水濁 PEC の算出 

グルホシネート及びグルホシネートＰナトリウム塩の製剤には、「グルホシネート及

びグルホシネートＰを含む農薬の総使用回数」が設定されていること、登録基準値とし

ては酸としての値を設定することから、グルホシネート酸として PEC が最も高くなる

使用方法について PEC を算出する。 

 

（１）水田使用時の PEC（第１段階） 

水田使用時において、PEC が最も高くなる使用方法（下表左欄）について、第 1

段階の PEC を算出した。算出に当たっては、農薬取締法テストガイドラインに準拠

して下表右欄のパラメーターに用いた。 

 

PEC 算出に関する使用方法 各パラメーターの値 

適用農作物等 水田作物 I：単回・単位面積当たりの有効

成分量（有効成分 g/ha） 

（左欄の最大使用量に、有効成

分濃度を乗じた上で、単位を調

整した値） 

513※ 
剤 型 

グルホシネートＰナト

リウム塩 11.5％液剤 

当該剤の単回・

単位面積当たり

最大使用量 

500 mL/10a Napp：総使用回数（回） 1 

希釈倍数 － Ap：農薬使用面積（ha） 50 

地上防除/航空防

除の別 
地上防除 

 使用方法 雑草茎葉散布 

使用回数 1 回 

※グルホシネートＰナトリウム塩からグルホシネート酸への換算係数（0.892） 
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（２）非水田使用時の水濁 PEC（第 1 段階） 

非水田使用時において、PEC が最も高くなる使用方法（下表左欄）について、第 1

段階の PEC を算出した。算出に当たっては、農薬取締法テストガイドラインに準拠

して下表右欄のパラメーターを用いた。 

 

PEC 算出に関する使用方法 各パラメーターの値 

適用農作物等 樹木等 

I：単回・単位面積当たりの有効成分量

（有効成分 g/ha） 

（左欄の最大使用量に、有効成分濃度を

乗じた上で、単位を調整した値） 

3,382※ 

剤型 
グルホシネート 

18.5％液剤 
Napp：総使用回数（回） 3 

当該剤の単

回・単位面積

当たり最大使

用量 

2,000 ml/10a Driver：河川ドリフト率（％） 0.2 

希釈倍数 － Zriver：河川ドリフト面積（ha） 0.11 

地上防除/航

空防除の別 
地上 Ru：畑地からの農薬流出率（％） 0.02 

使用方法 雑草茎葉散布 Ap：農薬使用面積（ha） 37.5 

使用回数 ３回 fu：施用方法による農薬流出補正係数 1 

※グルホシネートからグルホシネート酸への換算係数（0.914） 

 

（３）水濁 PEC 算出結果 

使用場面 水濁 PECTier1 (mg/L) 

水田使用時 0.00682 

非水田使用時 0.000155 …  

 
うち地表流出寄与分 0.000155 …  

うち河川ドリフト寄与分 0.0000005 … 

合   計 1) 0.00697 …  ≑  0.0070 (mg/L) 

1) 水濁 PEC の値は有効数字 2 桁とし、3 桁目を四捨五入して算出した。 
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Ⅳ．総 合 評 価 
 

グルホシネート酸の水濁 PEC は 0.0070 mg/L であり、登録基準値 0.024 mg/L を超えな

いことを確認した。 

 

 

 
＜検討経緯＞ 

平成22年３月12日 中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会（第20回） 

令和７年３月21日 中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会（第95回） 

令和８年１月14日 令和７年度非食用農作物専用農薬安全性評価検討会（第２回）  

令和８年３月18日 中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会（第100回） 
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水質汚濁に係る農薬登録基準の設定に関する資料 

フェナザキン 
 

Ⅰ．評価対象農薬の概要 

 
１．物質概要  

化学名 

（IUPAC） 
２－（４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）エチルキナゾリン－４－イルエーテル 

分子式 C20H22N2O 分子量 306.4 
CAS登録番号 

（CAS RNⓇ） 
120928-09-8 

構造式 

 

 
２．作用機構等 

フェナザキンは、キナゾリン系の殺虫剤であり、その作用機構はミトコンドリア電子

伝達系複合体 Iの阻害作用により、殺虫効果・殺ダニ効果・殺菌効果を示すと考えられ

ている（IRAC：21A※、FRAC：39※）。   

本邦では未登録である。 

製剤は水和剤があり、適用農作物等は果樹、野菜、花きとして、登録申請されている。 
※参照：https://www.croplifejapan.org/activity/mechanism.html 

https://irac-online.org/ 

https://www.frac.info/ 

 

https://www.croplifejapan.org/activity/mechanism.html
https://irac-online.org/
https://www.frac.info/
https://www.frac.info/
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３．各種物性 

外観・臭気 
淡黄色固体（結晶）、 

刺激臭 
土壌吸着係数 

KF
ads

OC  ＝15,000 

（25℃、火山灰土壌） 

KF
ads

OC  ＝16,000－42,000 

（25℃、米国土壌） 

融点 77.5－80.0℃ 
オクタノール

／水分配係数 

logPow ＝6.16（25℃、pH不

明※） 

沸点 300℃以上で沸騰  生物濃縮性 
BCFss ＝120（0.04 μg/L） 

＝140（0.08 μg/L） 

蒸気圧 1.9×10-5 Pa (25℃)  密度 1.2 g/cm3 (21℃)  

加水分解性 

半減期 

1.8 日（20℃、pH4） 

388.9 日（20℃、pH7） 

6258.2 日（20℃、pH9） 

1.1 日（25℃、pH4） 

246.0 日（25℃、pH7） 

2222.0 日（25℃、pH9） 

水溶解度 

0.102 mg/L (20℃、蒸留水、

pH5.0及び pH7.0緩衝液)  

0.135 mg/L (20℃、pH9.0

緩衝液)  

水中光分解性 

半減期 

6.6－7.4日（東京春季太陽光換算 16.9－17.2日） 

（滅菌緩衝液、pH7、25－25.1℃、20.6 W/m2、300－400 nm） 

pKa 2.44 (22℃、共役酸として) 

※75%メタノール水溶液に溶解して HPLC で測定 
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Ⅱ－１．安全性評価 

 

許容一日摂取量（ADI）  0.0046 mg/kg体重/日 

食品安全委員会は、令和８年１月 22 日付けで、フェナザキンの ADI を 0.0046 mg/kg 体重/

日と設定する食品健康影響評価の結果を消費者庁に通知した 1)。 

なお、この値はラットを用いた２年間慢性毒性/発がん性併合試験における無毒性量 0.46 

mg/kg体重/日を安全係数 100で除して設定された。 

1) https://www.fsc.go.jp/fsciis/evaluationDocument/show/kya20250924175 

 

 

Ⅱ－２．水質汚濁に係る登録基準値 
 

登録基準値 0.012 mg/L 

以下の算出式により登録基準値を算出した。1) 

0.0046 (mg/kg 体重 /

日)  
× 53.3 (kg) × 0.1 ／ 2 (L /人/日) = 0.0122… (mg/L)   

ADI  体重     10 %配分  飲料水摂取量  

1) 登録基準値は、体重を 53.3kg、飲用水を 1日 2L、有効数字は 2 桁（ADI の有効数字桁数）とし、3 桁目を切り捨て

て算出した。 

 
＜参考＞ 水質に関する基準値等 

(旧)水質汚濁に係る農薬登録保留基準 1) なし 

水質要監視項目 2) なし 

水質管理目標設定項目 3) なし 

ゴルフ場指導指針 4) － 

WHO飲料水水質ガイドライン 5) なし 
1) 平成 17 年 8 月 3 日改正前の「農薬取締法第 3 条第 1 項第 4 号から第 7 号までに掲げる場合に該当するかどう

かの基準を定める等の件」（昭和 46年 3月 2 日農林省告示 346 号）第 4 号に基づき設定された基準値。 
2) 水質汚濁に係る要監視項目として、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきとされた物質

に係る指針値。 
3) 水道法に基づく水質基準とするには至らないが、水道水質管理上留意すべき項目として設定された物質に係る

目標値。 
4) 「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水域の生活環境動植物の被害防止に係る指導指針の一

部改定について」（令和 2 年 3月 27 日付け環水大土発第 2003271 号環境省水・大気環境局長通知）の別表におい

て設定された水濁指針値（水質汚濁に係る農薬登録基準が設定されているものを除く）。 
5) Guidelines for drinking-water quality, fourth edition 

https://www.fsc.go.jp/fsciis/evaluationDocument/show/kya20250924175
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Ⅲ．水質汚濁予測濃度（水濁 PEC） 
 

１. 製剤の種類及び適用農作物等 

申請者より提出された申請資料によれば、本農薬の製剤は水和剤が、適用農作物等は

果樹、野菜、花きがある。 

 

２. 水濁 PEC の算出 

（１）水田使用時の水濁 PEC（第１段階） 

水田使用時に該当する使用方法がないため、算定の対象外。※ 

 

（２）非水田使用時の水濁 PEC（第１段階） 

非水田使用時において、水濁 PEC が最も高くなる使用方法（下表左欄）について、

第 1 段階の PEC を算出した。算出に当たっては、農薬取締法テストガイドラインに準

拠して下表右欄のパラメーターを用いた。 

 

PEC 算出に関する使用方法 各パラメーターの値 

適用農作物等  トマト 等 

I：単回・単位面積当たりの有効成分量 

（有効成分 g/ha） 

（左欄の最大使用量を希釈倍数で除し、

有効成分濃度を乗じた上で、単位を調整

した値） 

549 

剤  型 18.3 %水和剤 Napp：総使用回数（回） 3 

当該剤の単回・単位

面積当たり最大使

用量 

300 L/10a Driver：河川ドリフト率（％） 0.2 

希釈倍数 1000 倍 Zriver：河川ドリフト面積（ha） 0.11 

地上防除/航空防除

の別 
地上防除 Ru：畑地からの農薬流出率（％） 0.02 

使用方法 散布 Ap：農薬使用面積（ha） 37.5 

使用回数 3 回 fu：施用方法による農薬流出補正係数 1 

 
（３）水濁 PEC 算出結果 

使用場面 水濁 PECTier1 (mg/L) 

水田使用時 適用なし 

非水田使用時 0.0000253 …  

 
うち地表流出寄与分 0.0000252 …  

うち河川ドリフト寄与分 0.0000001 … 

合   計 1) 0.0000253…  ≑  0.000025 (mg/L) 

1) 水濁 PEC の値は有効数字 2 桁とし、3 桁目を四捨五入して算出した。 

 
※ 花き類・観葉植物（水系作物を含む）への使用については、入水 15 日前までの使用に限られているため

水田使用には該当しない。 



フェナザキン 資料 

15 

Ⅳ．総 合 評 価 
 

水濁 PEC は 0.000025 mg/L であり、登録基準値 0.012 mg/L を超えないことを確認した。 

 

 

 

＜検討経緯＞ 

令和８年３月18日 中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会（第100回）
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水質汚濁に係る農薬登録基準の設定に関する資料 

ベンゾビシクロン 

（再評価対象剤） 
 

Ⅰ．評価対象農薬の概要 

 
１．物質概要 

化学名 

（IUPAC） 

（１ＲＳ，５ＲＳ）－３－［２－クロロ－４－（メチルスルホニル）ベンゾイル］

－４－（フェニルチオ）ビシクロ［３．２．１］オクタ－３－エン－２－オン 

分子式 C22H19ClO4S2 分子量 447.0 

CAS 登録番号 

（CAS RNⓇ） 

 

156963-66-5 

構造式 

 

 

２．作用機構等 

ベンゾビシクロンは、ビシクロオクタン骨格を有する除草剤であり、その作用機構

は、雑草の根部、幼芽部、茎葉基部から吸収されて植物体内へ移行したのち、その加

水分解物がカロテノイドの生合成に関わる４－ヒドロキシフェニルピルビン酸ジオ

キシゲナーゼ（4-HPPD）を阻害することにより新葉の白化、枯死を引き起こすとい

うものである（HRAC： 27※1）。 

本邦での初回登録は2001年である。 

製剤は粒剤及び水和剤等が、適用農作物等は稲がある。 

原体の国内生産量は、1.8 t （令和４年度※２）、41.8 t （令和５年度※2）、53.4 t （令

和６年度※2）、原体の輸入量は、285.7 t （令和４年度※2）、251.1 t （令和５年度※

2）、144.0 t （令和６年度※2）であった。 
※１ 参照：https://www.croplifejapan.org/activity/mechanism.html 

https://www.hracglobal.com/ 
※２ 年度は農薬年度（前年10月～当年9月）、出典：農薬要覧-2025-（（一社）日本植物防疫協会） 

https://www.croplifejapan.org/activity/mechanism.html
https://www.hracglobal.com/
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３．各種物性 

外観・臭気 
緑みの黄色結晶性固体、 

無臭 
土壌吸着係数 

土壌への吸着が速やかで

強固なため測定不能 

融点 187.3 ℃（99.72×103 Pa） 
オクタノール

／水分配係数 

logPow = 3.1 

（20℃、pH 不明※） 

沸点 
200 ℃で分解のため測定

不能 
生物濃縮性 － 

蒸気圧 ＜ 5.6×10-5 Pa（25℃） 密度 
 

1.5 g/cm3（20.5℃） 

加水分解性 

半減期  

52－55 時間（10℃、pH4） 

56－61 時間（10℃、pH7） 

46－49 時間（10℃、pH9） 

17.8 時間（24.9℃、pH4） 

16.5 時間（24.9℃、pH7） 

12.3 時間（24.9℃、pH9） 

14－15 時間（25℃、pH4） 

14－18 時間（25℃、pH7） 

10－13 時間（25℃、pH9）  

5.82 時間（40.4℃、pH4） 

4.87 時間（40.0℃、pH7） 

3.25 時間（40.4℃、pH9）
※1315P-070 が唯一加水分

解物として生成 

水溶解度 
 

0.052 mg/L（20 ℃、pH6） 

水中光分解性 

半減期  

16.1－16.8 時間（東京春季太陽光換算 0.944 日）  

（滅菌緩衝液、pH5、25℃、700 W/m2、300－800 nm） 

 ※主要な加水分解物は 1315P-070。その他、1315P-962、1315P-966、

及び 1315P-683 が検出された。  

16.6 時間  

（滅菌蒸留水、pH6.6、25℃、144 W/m2、290－800 nm）  
※主要な分解物は 1315P-070。その他 1315P966 が検出された。  

21.7 時間  

（滅菌自然水、pH8.8、25℃、144 W/m2、290－800 nm）  
※分解物としては 1315P-070 と 1315P683 が検出された。 

pKa 非解離性物質のため測定不能 

※ 溶媒不明、HPLC により測定 
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Ⅱ-１．安全性評価  
 

許容一日摂取量（ADI）   0.034 mg/kg 体重/日 

食品安全委員会は、令和８年１月 22 日付けで、ベンゾビシクロンの ADI を 0.034 mg/kg 体

重/日と設定する食品健康影響評価の結果を農林水産省に通知した 1)。 

なお、この値はラットを用いた2年間慢性毒性/発がん性併合試験における無毒性量3.43 

mg/kg体重/日を安全係数100で除して設定された。 

1) https://www.fsc.go.jp/fsciis/evaluationDocument/show/kya20240724093 

 

 

Ⅱ-２．水質汚濁に係る登録基準値 

 

登録基準値 0.090 mg/L 

以下の算出式により登録基準値を算出した。1) 

0.034 (mg/kg 体重/日)  × 53.3 (kg) × 0.1 ／ 2 (L /人/日) = 0.0906… (mg/L) 

ADI  体重     10 %配分  飲料水摂取量  

1) 登録基準値は、体重を 53.3kg、飲用水を 1 日 2L、有効数字は 2 桁（ADI の有効数字桁数）とし、3 桁目を切り捨

てて算出した。 

 

＜参考＞ 水質に関する基準値等 

(旧)水質汚濁に係る農薬登録保留基準 1) 0.4 mg/L 

水質要監視項目 2) なし 

水質管理目標設定項目 3) 0.09 mg/L 

ゴルフ場指導指針 4) － 

ＷＨＯ飲料水水質ガイドライン 5) なし 
1) 平成 17 年 8 月 3 日改正前の「農薬取締法第３条第１項第４号から第７号までに掲げる場合に該当するかどう

かの基準を定める等の件」（昭和 46 年 3 月 2 日農林省告示 346 号）第４号に基づき設定された基準値。 

2) 水質汚濁に係る要監視項目として、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきとされた物質

に係る指針値。 

3) 水道法に基づく水質基準とするには至らないが、水道水質管理上留意すべき項目として設定された物質に係る

目標値。 

4) 「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水域の生活環境動植物の被害防止に係る指導指針の一

部改定について」（令和２年３月 27 日付け環水大土発第 2003271 号環境省水・大気環境局長通知）の別表にお

いて設定された水濁指針値（水質汚濁に係る農薬登録基準が設定されているものを除く）。 

5) Guidelines for drinking-water quality,fourth edition 

https://www.fsc.go.jp/fsciis/evaluationDocument/show/kya20240724093
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Ⅲ．水質汚濁予測濃度（水濁 PEC） 

 

１．製剤の種類及び適用農作物 

再評価に伴って提出された申請資料によれば、本農薬の製剤は粒剤及び水和剤等が、

適用農作物等は稲がある。 

 

２．水濁 PEC 算出 

（１）水田使用時の水濁 PEC（第 1 段階） 

水田使用時において、水濁 PEC が最も高くなる使用方法（下表左欄）について、第

1 段階の PEC を算出した。算出に当たっては、農薬取締法テストガイドラインに準拠

して下表右欄のパラメーターを用いた。 

 

PEC 算出に関する使用方法 各パラメーターの値 

適用農作物等 移植水稲 I： 

単回・単位面積当たりの有効成分量

（有効成分 g/ha）  

（左欄の最大使用量に、有効成分濃

度を乗じた上で、単位を調整した

値） 

①300 

②300 

③300 剤  型 

①①3.0%粒剤 

②10.0%粒剤 

③3.0%粒剤 

当 該 剤 の 単

回・単位面積当

たり最大使用

量 

①①1 kg/10a 

②300 g/10a 

③1 kg/10a 

Napp：総使用回数（回） 3 

希釈倍数 － Ap：農薬使用面積（ha） 50 

地上防除 

/航空防除の別 
地上防除 

 
使用方法 

①②湛水散布 

③田植同時散布機で施用 

使用回数 

① 1 回 

②  1 回 

③ 1 回 

 

（２）非水田使用時の水濁 PEC（第 1 段階） 

非水田使用に該当する使用方法がないため、算定の対象外。 

 

（３）水濁 PEC 算出結果 

使用場面 水濁 PECTier1 (mg/L) 

水田使用時 0.0119 … 

非水田使用時 適用なし 

合   計 1) 0.0119 … ≑ 0.012 (mg/L) 

1) 水濁 PEC の値は有効数字 2 桁とし、3 桁目を四捨五入して算出した。 
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Ⅳ．総 合 評 価 
 

水濁 PEC は 0.012 mg/L であり、登録基準値 0.090 mg/L を超えないことを確認した。 

 

 

 

＜検討経緯＞ 

平成22年７月26日 中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会（第21回） 

令和８年３月18日 中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会（第100回） 

 


